
【主な改正内容】

新たに自律式・リモコン式草刈機を補助対象に加えた。また、ドローンについてその他

ドローンと混同しないよう防除用ドローンと記載を変更した。

１ 交付要綱別表第１(第２条、３条関係)の補助事業の内容、補助対象経費及び補助要件

◇防除用ドローンに文言変更

◇自律式・リモコン式草刈機を追加

２ 交付要綱別記第１号様式（第４条関係） 交付申請書 ４事業の内容、５経費の配分、

◇防除用ドローンに文言変更

◇自律式・リモコン式草刈機を追加

３ 交付要綱別記第１号様式（第４条関係） 別紙１実施計画

◇防除用ドローンに文言変更

◇自律式・リモコン式草刈機を追加

◇表中に利用品目、除草日数（日）を追加

４ 交付要綱別記第５号様式（第９条関係） 実績報告書 ４事業の内容、５経費の配分

◇防除用ドローンに文言変更

◇自律式・リモコン式草刈機を追加


